
( 公 印 省 略 ) 

三 秘 第 1 6 号 

                 令和 8 年 6 月 1 日 

 

各 区  長 様  

 

                  三木市秘書広報課 

  課長 中尾 吉伸 

 

 

   三木市電話相談一覧ポスターの掲示について(依頼） 

 

 青葉の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

日頃より三木市の広報広聴活動事業にご理解ご協力を賜

り厚く御礼申しあげます。 

このたび、電話相談窓口を市民の皆様により一層知ってい

ただくために作成したポスター「三木市電話相談一覧」を更

新いたしました。 

 つきましては、ご多用中お手数をお掛けし大変恐縮ですが、

別添のポスターを貴地区集会所や掲示板等にご掲示の上、周

知を図っていただきますようご配慮をお願いいたします。 

 

 

記 

 

・送付物 

三木市電話相談一覧ポスター…ポスター掲示部数×２部 

（1 部は日焼けや風雨による破損に備え、予備としてお渡 

しします。） 

    

 

 

 

 

 

三木市 総合政策部 秘書広報課  

担当 ：高芝 

TEL 0794-82-2000 内線 2414 

FAX 0794-89-2402 



三木市電話相談一覧
ひと り で悩まずご相談く ださ い。　 相談日が休日と 重なる と き は休みの場合があり ます。

相談項目 相談内容 電話番号
相談日時

8 月3 1 日㈪まで 9 月1 日㈫から

空き 家相談
空き家の管理・ 利活用に関する相談、

近隣の空き 家ト ラ ブルなど

生活安全課 空き 家相談窓口

8 2 -2 0 0 0

月～金曜

8 時3 0 分～

1 7 時

月～金曜

9 時～

1 6 時3 0 分

人権相談
同和問題、多様な性、障がい者差別

などさ まざまな人権に関するこ と

総合隣保館　

8 2 -8 3 8 8

外
がいこ く じ んじ ゅう みんそう だん

国人住民相談
生
せいかつ

活の中
なか

の困
こ ま

っ たこ と 、知
し

り たい

こ と

市
し みん き ょ う ど う か

民協働課　

0 7 9 4 -8 9 -2 3 1 5

障がい者福祉相談
障がいのある方やその家族の悩みご
と や困り ごと 、障がい者の虐待の相
談、通報など

障がい福祉課

8 2 -2 0 0 0

高齢者虐待相談
高齢者虐待についての相談、通告

など

中央地域包括支援センタ ー  

 8 9 -2 3 3 7
吉川サブセンタ ー 

 7 2 -2 2 2 2
西部サブセンタ ー  

 8 3 -0 1 6 0
介護・ 認知症の相談

介護やダブルケア(介護と 子育ての

両立)、認知症など

Ｄ Ｖ 相談
配偶者や交際相手から の言葉に
よる暴力や身体的・ 精神的・ 性的・
経済的な暴力など

D V相談室　

8 2 -8 3 0 0

月～金曜

9 時～1 7 時

子ども いじ め相談
小・ 中学生を対象と し た、いじ めに

関するこ と

子ども いじ め防止センタ ー

8 2 -8 1 1 0

児童虐待相談 児童虐待についての相談、通告など
こ ども 福祉課　

8 3 -2 2 6 6

子育て総合相談
妊娠・ 出産・ 健康・ 発達の相談、子育

ての不安や悩みなど

こ ども サポート センタ ー

8 2 -9 9 1 0

こ こ ろの相談窓口 う つや自殺予防のための相談など

健康増進課　

8 9 -2 4 7 1
（ 時間外は他の窓口を紹介）

月・ 火・ 木・ 金

9 時～1 7 時

月・ 火・ 木・ 金

9時～16時30分

青少年悩みの相談
不登校、親子関係、友人関係などに

おける心の面に関するこ と

教育センタ ー　

8 2 -8 6 8 6 月～金曜

9 時～1 6 時
あんし ん教育相談

支援が必要な児童・ 生徒に関する

こ と

教育センタ ー　

8 3 -2 0 2 0

市民ふく し 相談 日常生活上の悩みや困り ごと など

三木市社会福祉協議会

（ 相談時間中のみ開設）　

① 8 6 -7 5 7 5

② 7 2 -2 9 4 0

①第2・ 3 水曜、第4 土曜　

　 1 0 時～1 5 時

②第1 月曜 1 3 時3 0 分～1 6 時

消費生活相談
商品や契約に関するト ラ ブル、多重

債務など

三木市消費生活センタ ー　

8 2 -2 0 0 0
月・ 火・ 木・ 金曜（ 第2 木曜除く ）

9 時～12 時、1 2 時4 5 分～1 6 時

女性のための相談
離婚問題、夫婦、家族、友人、職場
の人間関係、子育てや介護、心や体、
生き 方など

男女共同参画センタ ー　

8 9 -2 3 5 4

火曜： 1 0 時～1 2 時

木曜： 1 3 時～1 6 時
相談日時等が変更になる場合があり ます

救急医療相談・

医療機関案内ダイ ヤル

救急車を呼んだ方がよいか、今すぐ
病院に行っ た方がよいか判断に迷っ
たと き の救急相談

救急安心センタ ーひょ う ご　

＃7 1 1 9
2 4 時間年中無休

発行： 三木市秘書広報課　 ☎0 7 9 4 -8 2 -2 0 0 0 　 発行日： 令和8 年6 月1 日



令和８年６月１日  
 
各 区 長  様  
 

社会福祉法人  
三木市社会福祉協議会  

             会長  植田 吉則  
 

「災害復旧支援みき軽トラ隊募集」チラシの  
回覧について（依頼）  

 
 青葉の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。  

日頃は、社会福祉協議会の活動につきまして格別のご理解

とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。  
 さて、「災害復旧支援みき軽トラ隊募集」チラシの全戸回覧

について、お忙しいところお手数をおかけしますが、ご協力

いただきますようお願いいたします。  
 

記  
 
１ 送付物   「災害復旧支援みき軽トラ隊募集」チラシ  
２ 送付部数  貴地区の回覧部数  
３ 連絡先   三木市社会福祉協議会  

ボランタリー活動プラザみき  
        三木市末広１－６－４６  
            担当 黒井・井本  

電話番号 ８３－００９０  



[ 実 施 主 体 ] 　 三木市社会福祉協議会
[ 登録推進団体 ] 　 三木市区長協議会連合会

み
き
軽
ト
ラ
隊
募
集

※詳細の資料を希望される方は、 次のいずれかの方法で

ご連絡いただきますと郵送等させていただきます。

　 なお、下のＱＲコード でご覧いただく ことができます。

回
覧

■Ｅ メ ールで資料請求を する

　 次のメ ールア ド レ ス に、 件名に「 軽ト ラ 隊資料送付

希望」 と 入力し 、 本文に「 住所」「 氏名」 を 入力し 送信

し てく ださ い。

　 　 ※Ｅ メ ールアド レ ス： mvsc@mi ki . or . j p

■電話で資料請求を する。

　 ☎８ ３ ‐ ０ ０ ９ ０ にお願いし ます。

■専用ホームページから ダウンロード する

　 次のＵ Ｒ Ｌ にアク セスし てく ださ い。

　 ➣ ht t ps: //mi ki -sai gai . j i mdoweb. com/

　 携帯電話（ スマート ホン） では

　 右のＱ Ｒ コ ード を ご利用く ださ い。

災
害
復
旧
支
援

mailto:mvsc@miki.or.jp
https://miki-saigai.jimdoweb.com/


　 災害発生時、 三木市が開設する 災害ボラ ン ティ アセン タ ーを 三木市社会福祉

協議会が運営する協定を締結し ています。 災害ボラ ンティ アセンタ ーの役割は、

被災者の家屋復旧を 含めた生活支援を お手伝いいただく ボラ ンティ アを 募集し 、

被災者のニーズに応じ たボラ ンティ アの調整を担う こ と と し ています。

　 こ れまでの被災地においても 災害ボラ ン ティ アセン タ ーが設置さ れ、 その役

割り を 果たすべき 運営を さ れていますが、 ど の被災地においても 次の３ つが共

通の課題であり まし た。

●ボラ ンティ アが使用するスコ ッ プや一輪車などの

　 資機材を活動場所に運搬でき る車両、 人材不足。

●避難所等に避難さ れている避難者に対する

　 救援物資を届ける車両、 人材不足。

●家屋の復旧の妨げと なる災害ゴミ を運搬するため

　 の車両、 人材不足。

　 そこ で、 こ の課題を 解決する ため、 軽ト ラ ッ ク を 所有さ れている 方々に呼び

掛け、 車両と 人の登録を し ていただき、 早期の災害復旧活動が開始でき る 体制

を整えるため、 本取り 組みを推進するこ と と いたし まし た。

　 最近の災害を みても 、 三木市も いつ大規模災害が発生し ても おかし く あり ま

せん。 各地区を はじ め、 各自治会では住民の生命を 守る べく 、 防災訓練を 積み

重ね、 体制を 構築さ れておら れます。 し かし 、 災害復旧においては誰も が被災

者と なるため、 地区内での災害復旧体制までは難し い面も あり ます。

　 こ の軽ト ラ 隊の取り 組みが、 地域間における 復旧相互支援活動について考え

るき っ かけになればと 思います。

どう か、 登録をいただき ますよう お願い申し あげます。

軽ト ラ 隊の必要性をこ う 考えています

三木市社会福祉協議会　 ボラ ンタ リ ー活動プラ ザみき
（ 所在地） 〒 673-0403　 三木市末広１ 丁目６ －４ ６ （ 市立市民活動センタ ー内）

（ 電　 話）　 ０ ７ ９ ４ －８ ３ －０ ０ ９ ０

問い合せ・ 申込先



事 務 連 絡 

2026(令和 8)年 6 月１日 

 

各 区 長 様 

 

              三木市人権・同和教育協議会 

                会  長   鷲尾  孝司 

 

「三同教だより No.29」の回覧について(依頼) 

 

 

青葉の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

日頃は、人権啓発の推進につきまして格別のご理解とご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。 

さて、「三同教だより No.29」の全戸回覧について、お忙しいとこ

ろお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

記 

 

１ 送 付 物   三同教だより No.29 

 

２ 送付部数   回覧部数分 

 

３ 連 絡 先   三木市人権・同和教育協議会事務局 

         三木市市民生活部人権推進課(総合隣保館内) 

         三木市志染町吉田 823 

         TEL：82-8388（担当：前田・松田） 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202６年度の活動予定 

「総会での講演会」 

演題「みんなで考えよう！ 
いじめを防ぐ、深刻化を防ぐ」 

講師 尼崎駅前法律事務所 
        弁護士 曽我智史さん 

「フィールドワーク 

6 月 27 日（土） 
同和教育学習 
「百日かせぎ」の舞台を訪ねて 
詳しくは、2 ページで 
12 月～1 月 
2 回目を実施、詳細は未定 

「三同教研究大会」 
各団体の実践報告をもとに 

研究と交流 
月日：11 月 21 日（土） 
場所：教育センター、サンライフ三木 
     総合保健福祉センター 
★仲間と一緒に考え、交流しよう 
 

「東人教・兵人教の研究大会」 
★仲間を広げる機会になります 
月日と場所は 4 ページで確認 

「バリアフリー映画会」 

8 月 8 日（土）午後 
「ディズニー映画上映予定」 

三 同 教 の 願 い 

三 木 市 人 権 ・ 同 和 教 育 協 議 会 

三同教は、 人権尊重のまちづくりを市民のみなさんと進めています 

No.２9 

2026（令和8）年6月 

ネットモニタリング事業 

ネット上にある三木市にかかわる 
差別書き込みをパトロールしていま
す。 

★皆さんの情報が大いに役立ちま
す。差別書き込みを見つけたら、   
ご連絡ください。 

「じんけんサポート事業」 

各団体の人権研修や学習会を
支援しています。 
詳しくは、三同教事務局まで 

問い合わせ先 
三同教事務局 電話８２－８３８８ 
メール sandokyo_a@city.miki.hyogo.jp ― １ ― 

mailto:sandokyo_a@city.miki.hyogo.jp


- 2 - 

 

私のいきがい 

  
 

  

 

 
 
 

丹波杜氏酒造記念館 
◆ 実施日 ６月２７日（土）８時２5 分〜１６時１０分 
◆ 参加費 無料（昼食代などは各自負担）  

◆ 募集人数 ２０名(先着順) ６月２日（火）受付開始〜６月１７日（水） 
◆ 申込み TEL：82-8388  FAX：82-8658 

ﾒｰﾙ：sandokyo_a@city.miki.hyogo.jp まで 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

応募期間 

6 月 1 日～10 月 30 日 

（メール受付は 10 月 15 日締切） 

 
2026 年度募集テーマ 
自分らしくあれるとき 

－例－ 
・日々の生活の中で、その人が自分らしく
生きている瞬間 

・自然体で安心している瞬間 
・趣味や好きなことに夢中になっているとき 

など 

今年度のフィールドワークは、兵庫県丹波篠山市にある「丹

波杜氏酒造記念館」を訪ねます。三木市では、小・中学校に

おいて同和問題の学習の充実を図るため、指定教材を定め、

学習を進めています。今回はその教材の１つである「百日か

せぎ」の舞台である丹波篠山市を訪ね、研修を深めます。過

去の先人が、同和問題の解消に向けて取り組んだ様子を聞

き、私たちの今後の取組に生かしたいと思います。 

多くの方にとって有意義な機会となると思いますので、ぜひ

ご参加ください。 

- ２ - 

mailto:sandokyo_a@city.miki.hyogo.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各地区の人権研究大会が行われます 

「あったかいっていいな大会」 

（吉川地区） 

日時：２０２６年１２月１２日（土） 

場所：吉川町公民館 大ホール 

内容：人権作文朗読、人権映画上映  

三木地区人権研究大会 

月日：２０２６年１１月２２日（日） 

場所：中央公民館 

内容：人権講演会、人権作文朗読、 

人権啓発展示 

三木南地区人権研究大会 

月日：２０２７年１月２３日（土） 

場所：三木南交流センター 

内容：人権講演会 と  人権パネル展 

別所地区人権研究大会 

月日：２０２７年２月７日（日） 

場所：別所町公民館 大会議室 

内容：人権講演会,人権作文発表,実践発表 

志染地区人権研究大会 

月日：２０２６年１１月８日（日） 

場所：志染町公民館 大会議室 

内容：人権作文朗読、人権講演会 

   自治会の実践発表 

 ※次号の紹介（１１月）が開催直前に

なります。詳しくは志染町公民館ま

でお尋ねください。  
豊かな町づくり推進大会（細川地区） 

月日：２０２６年１１月２８日（土） 

場所：細川町公民館 大会議室 

内容：住民学習実績報告、人権作文朗読 

 人権講演会 

 テーマ「男女共同参画と地域活性化」

講師：夢こらぼ主宰 松尾やよいさん 

口吉川地区人権研究大会 

月日：２０２６年１２月５日（土） 

場所：口吉川町公民館 

内容：自治会の実践発表、人権作文発表 

記念講演会 

緑が丘町まちづくり推進大会 

月日：２０２７年２月７日（日） 

場所：緑が丘町公民館 大会議室 

内容：人権作文発表、人権講演会 

自由が丘地区人権研究大会 

月日：２０２７年２月１４日（日） 

場所：自由が丘公民館 

内容：人権講演会と人権作文発表  

青山地区人権研究大会 

月日：２０２７年２月６日（土） 

場所：青山公民館 大会議室 

内容：講演会 演題「未定」 

講師 NPO 法人 SEAN 理事長  

小川真知子さん 

まだ決定していない内容については、後日各地区で決まっていきます。１１月

発行の「三同教だより Ｎｏ３０」では、新たに決まった内容を掲載し、皆様に

お知らせする予定にしています。 

ぜひご参加いただき、人権意識のバージョンアップを図りましょう。  

- ３  - 

今年度も各地区において「人権研究大会が行われる予定になっています。市民の

皆さんに人権について考えていただく機会になります。地区を超えて参加してい

ただくこともできます。ぜひ参加してみてください。 



日  付 内  容 

6/19. 26.7/3 同和教育セミナー ※専門家の講演 

７/２５ 東播磨人教研究大会（稲美町） 

８/８ ひょうご・ヒューマンフェスティバル 2026 in みき 

（市民じんけんの集い） 

９/２6 兵庫県人教研究大会（南あわじ市） 

10/20.2７.３０ 人権フォーラム ※市民の人権に対するひとこと 

11/21 三同教研究大会 

11/2８.２９ 全国人教研究大会（埼玉県・群馬県・千葉県・神奈川県） 

12/5.６ 総合隣保館文化祭 

 
ひょうご・ヒューマン 

フェスティバル 2026 in みき 

（兼 「市民じんけんの集い」） 
「市民じんけんの集い」が、今年は兵庫県との 

共催として開催されます。 

 

日時：2026（令和 8）年 8 月 8 日（土） 

13：00～ 

場所：三木市文化会館、三木市教育センター 

 

・「差別をなくする輪をひろげよう」 

市民運動作品表彰式・作文朗読 

・「大島花子さん」の講演、「小林祐梨子さ

ん」との対談（人権フォーラム） 

・各種展示、体験コーナー 

・バリアフリー映画会 

                 など 

 イベントの最後には、抽選会があるよ！ 

豪華景品があたるかも・・・。 

２０２５（令和７）年 

兵庫県人権啓発ビデオ 

 

 

 

 

【テーマ】 

「社会におけるひきこもりと人権～誰もが

支え合える社会の実現をめざして～」 

「ひきこもり」への理解を深め、みんなが

暮らしやすい社会をめざしましょう！ 

【主なイベント】 

 
ひきこもりになる原因は何だろう？ 

ひきこもりの方にどのように関われ

ばよいのだろう？ 

 

-４- 



 
区長協議会連合会定例理事会資料 

 

 

（公 印 省 略）  
三社協相第２０号 
令和８年６月１日 

 
各 区 長 様 

 
               三木市社会福祉協議会 
                             事務局長   道本 寛幸 

                 
     

三木市市民ふくし相談所事業啓発チラシ回覧の 
ご協力について（ご依頼） 

 
 
 青葉の候、区長様におかれましてはますますご健勝のこととお喜
び申しあげます。 

平素は、当会事業につきまして、ご理解、ご協力をいただき厚くお
礼申しあげます。 

この度、日常生活の困りごとの相談を受け付ける「三木市市民ふく
し相談所」のチラシを発行いたしました。 
 つきましては、お手数をおかけいたしますが、貴自治会において啓
発のご協力をいただきたくお願い申しあげます。 

【お問合せ先】 
三木市社会福祉協議会 

 
 三木市大塚 1-6-40（三木市総合保健福祉センター２階） 

電話（０７９４）８２－４０４３    
          担当 井上、花房、伊藤、廣瀬、大江 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものことで困って

いるんだけど・・・。 
 

☆問合せ先☆ 
社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 
〒673-0413 三木市大塚 1丁目６－４０ 

（三木市総合保健福祉センター2階） 
 電話：（0794）82-4043  FAX：（0794）86-0860 

近所との関係で悩んで

いるんだけど・・・ 

＜注意＞「法律相談」を受けるには、まず「一般相談」での相談が必要です 

日常生活のさまざまなお悩みはこちらへ 

「三木市市民ふくし相談所事業」

は三木市から三木市社会福祉協

議会が受託して実施しています。 

相談項目 主な相談内容 会場・連絡先 開設曜日・時間 

一般相談 

日常生活の困り

ごとに関するこ

と 

市民活動センター 

連絡先：86-7575 

※相談時間中のみ開設 

① 第 2・3 水曜日 

② 第 4 土曜日 

時間：10：00～15：00 

吉川健康福祉センター 

連絡先：72-2940 

※相談時間中のみ開設 

第 1 月曜日 

※月曜祝日の場合は翌火曜日 

時間：13：30～16：00 

法律相談 

（弁護士） 

日常生活の困り

ごとで法律問題

に関すること 

市民活動センター 

第 2 水曜日 

(変更有。一般相談受付後に要予約） 

時間：13：30～15：00 

 

市民
し み ん

ふく し相談所
そ う だ ん し ょ

 
 

 
悩み事はあるんだけど、 
どこに相談すればよい
かわからなくて・・・ 

 日常の生活をおくる中で生じるさまざまな困りごとを“解決する糸口”や“きっかけ”を見

つけられる、どこに相談してよいか分からないといった悩みを相談できる場として、「市民ふ

くし相談所」を開設しています。お気軽にご相談ください。 

☆相談無料 

☆秘密厳守 

日常生活の問題を解決するための第一歩に
 市民ふく し相談をご利用く ださ い 

          

          

 


